
�愛媛県告示第１１３３号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基

礎額の最低限度額及び最高限度額（平成５年４月愛媛県告示

第５７６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行す

る。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項

の補償基礎額の最低限度額及び最高限度額の規定は、平成１６

年４月１日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及

び遺族補償年金（以下「年金たる補償」という。）に係る補

償基礎額並びに同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償

に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生

じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例に

よる。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表中

４，２３１円 １３，２４６円

５，１１８円 １３，２４６円

６，０２８円 １３，２４６円

「 ４，２４３円 １３，１５８円

５，０６５円 １３，１５８円

５，９５４円 １３，１５８円

「

を に改

６，７３５円 １６，１７７円

７，２６７円 １９，１５８円

７，３２２円 ２１，２８９円

７，１８４円 ２２，４８４円

６，８０１円 ２３，７８７円

６，２３３円 ２３，３７６円

４，３７９円 ２０，６９８円

４，１２０円 １５，２４１円

４，１２０円 １３，２４６円 」

６，６６４円 １６，２１２円

７，１４０円 １９，０３５円

７，２６２円 ２１，４８４円

７，０６７円 ２２，６００円

６，４３９円 ２３，７６９円

６，０２６円 ２３，３９２円

４，３２３円 ２１，０２５円

４，１４０円 １６，２９９円

４，１４０円 １３，１５８円 」

める。

�������
�愛媛県告示第１１３４号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例第１０条の２第１項の規定に基づき知事が定める金

額（平成８年５月愛媛県告示第７４８号）の一部を次のように

改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例第１０条の２第１項の規定に基づき知事が

定める金額の規定は、平成１６年４月１日以後の期間に係る介

護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償につい

ては、なお従前の例による。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表常時介護を要する状態の部１の項中「１０６，１００円」を「

１０４，９７０円」に改め、同部２の項中「５７，５８０円」を「５６，９５０

円」に改め、同表随時介護を要する状態の部１の項中「５３，０

５０円」を「５２，４９０円」に改め、同部２の項中「２８，７９０円」を

「２８，４８０円」に改める。

�������
�愛媛県告示第１１３５号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第１

項の規定に基づき、次のとおり特約業者の指定をした。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１３６号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び小

松町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年５月２５日

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

指 定
年 月 日

住鉱技術サービス株式
会社
代表取締役 瀬川 力

新居浜市北新町９番３号 平成１６年
５月１７日

毎週（火・金）曜日発行 第１５６０号 平成１６年５月２５日

平成１６年５月２５日火曜日 第１５６０号

愛 媛 県 報

５４９



愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

小松町

周桑郡小松町大字新屋敷甲４９６

町長 塩出晧治

２ 事業場の名称及び所在地

石鎚山ハイウェイオアシス館

周桑郡小松町大字新屋敷字臼谷乙２２番地２９

３ 特定施設に関する事項

脱水洗濯機

洗濯乾燥機

し尿処理施設（既設）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

し尿処理施設（既設）

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第６６の２号ロ洗たく施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２４キログラム処理

設 置 年 月 日 平成１５年１２月２８日

使用開始の予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 ０．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．３

最大 ０．３

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 ０．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．１５

最大 ０．１５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６６の２号ロ洗たく施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり８キログラム処理

設 置 年 月 日 平成１５年１２月２８日

使用開始の予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 １時間

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第７２号し尿処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１７０平方メートル処理

設 置 年 月 日 平成１５年１２月２８日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 ０．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３６

最大 １７０

愛 媛 県 報平成１６年５月２５日 第１５６０号

５５０



５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�������
�愛媛県告示第１１３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

設 置 年 月 日 平成１５年１２月２８日

処 理 施 設 の 種 類 生理処理＋化学処理

処 理 施 設 の 型 式 合併処理浄化槽

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１５．５メートル 横９．８メートル
高さ４．８メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１７０平方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集剤添加膜分離活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２２０

通常 ８

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２２０

通常 ４

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ５０

通常 ８

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 ５

通常 ０．４

最大 ０．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １３６

最大 １７０

通常 １３６

最大 １７０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 ０．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５６

最大 １９６

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

ショージ歯科医
院 河 野 章 司 西宇和郡保内町宮内１

番耕地２８８番１
平成１６年
４月１日

岡 宮 眼 科 岡 宮 史 武 北宇和郡広見町近永１４
８９番地１

平成１６年
５月１日

ひ か り 薬 局 有限会社
き ほ く 調 剤

北宇和郡広見町近永１５
０２番地１

平成１６年
５月１日

たかはし歯科 高 橋 啓 南宇和郡城辺町甲１９１６
－１

平成１６年
５月１日

い け だ 薬 局 有限会社
エイリッシュ

今治市北日吉町一丁目
２５番５号

平成１６年
４月６日

かもめ調剤薬局 有限会社
エクスプレス

今治市大新田町三丁目
４番７号

平成１６年
４月７日

田 口 歯 科 田 口 斉 新居浜市庄内町五丁目
２番５１号

平成１６年
４月１日

医療法人
サカタ産婦人科

医療法人
サカタ産婦人科

西条市下島山甲１４５３番
地

平成１６年
１月１日

みどり歯科医院 医療法人
みどり歯科医院

西条市飯岡字岸之上３７
６０番地１

平成１６年
４月１日

福住歯科クリニ
ック 福 住 雅 州 伊予市上吾川２３６－１ 平成１６年

５月１日

北 条 病 院 医療法人
樹 人 会

北条市中須賀２８８番地
５

平成１６年
４月１日

西予市国民健康
保険周木診療所 西 予 市 西予市三瓶町周木１番

耕地３２１番地２７
平成１６年
４月１日

西予市国民健康
保険二及診療所 西 予 市 西予市三瓶町二及２番

耕地６８４番地１
平成１６年
４月１日

樋口内科皆江診
療所 樋 口 敏 西予市三瓶町皆江１８５６

番地２８
平成１６年
４月１日

樋口内科蔵貫診
療所 樋 口 敏 西予市三瓶町蔵貫浦６７

４番地１
平成１６年
４月１日

樋口内科下泊診
療所 樋 口 敏 西予市三瓶町下泊２７０７

番地
平成１６年
４月１日

西予市国民健康
保険高山診療所 西 予 市 西予市明浜町高山甲３６

５６番地
平成１６年
４月１日

西予市国民健康
保険俵津診療所 西 予 市 西予市明浜町俵津３番

耕地２２８番地
平成１６年
４月１日

西予市国民健康
保険田之浜診療
所

西 予 市 西予市明浜町田之浜甲
１１０８番地第３

平成１６年
４月１日

西予市国民健康
保険狩江診療所 西 予 市 西予市明浜町狩浜２番

耕地１３２１番地第４
平成１６年
４月１日

西予市立宇和病
院 西 予 市 西予市宇和町卯之町一

丁目２４６番地１
平成１６年
４月１日

愛 媛 県 報平成１６年５月２５日 第１５６０号

５５１
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�愛媛県告示第１１４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

西予市立野村病
院 西 予 市 西予市野村町野村９号

５３番地
平成１６年
４月１日

西予市国民健康
保険坂石診療所 西 予 市 西予市野村町坂石２５６９

番地１
平成１６年
４月１日

西予市国民健康
保険惣川診療所 西 予 市 西予市野村町惣川２８８

番地
平成１６年
４月１日

西予市国民健康
保険杉之瀬出張
診療所

西 予 市 西予市城川町嘉喜尾４８
９３番地１

平成１６年
４月１日

西予市国民健康
保険土居診療所 西 予 市 西予市城川町土居５７８

番地
平成１６年
４月１日

西予市国民健康
保険遊子川出張
診療所

西 予 市 西予市城川町遊子谷２４
４３番地

平成１６年
４月１日

医 療 機 関 （ 指 定 訪
問 看 護 事 業 者 等 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

新居浜医療生活協同組合 新居浜市新田町一丁目９番
９号

訪問看護ステーションたか
つ 新居浜市高津町３番２０号 平成１６年４月１４日

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

医療法人光佑会黒田病院 医療法人光佑会くろだ病院 医療法人光佑会 伊予郡松前町神崎５８６ 平成１６年３月１９日

星加小児科診療所 医療法人星加小児科内科フ
ァミリークリニック

医療法人星加小児科内科フ
ァミリークリニック 西条市大町６１２－１ 平成１６年４月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

ショージ歯科医
院 河 野 章 司 西宇和郡保内町宮内１

－３０６
平成１６年
４月１日

いけだ駅西薬局 池 田 哲 之 今治市北日吉町一丁目
２５－５

平成１６年
４月１日

永 広 薬 局 永 広 哲一郎 宇和島市丸之内１－１９
３

平成１６年
３月９日

田 口 歯 科 田 口 斉 新居浜市坂井町二丁目
８－１７

平成１６年
４月１日

平井整形外科 医療法人
平井整形外科

西条市福武甲４７４番地
の１

平成１５年
４月２０日

サカタ産婦人科 坂 田 圭 司 西条市下島山甲１４５３番
地

平成１６年
１月１日

森 医 院 森 正 紀 西条市大町１４９４番地の
１

平成１５年
９月５日

みどり歯科医院 松 尾 美登利 西条市飯岡３７６０－１ 平成１６年
４月１日

北 条 病 院 木 下 詔 一 北条市中須賀２８８番地
５

平成１６年
４月１日

山本外科胃腸科
クリニック 山 本 哲 也 北条市北条５１２番７ 平成１６年

４月１日

三瓶町国民健康
保険周木診療所 三 瓶 町 西宇和郡三瓶町大字周

木１番耕地３２１番地２７
平成１６年
４月１日

三瓶町国民健康
保険二及診療所 三 瓶 町 西宇和郡三瓶町二及２

番耕地６８４番地１
平成１６年
４月１日

明浜町国民健康
保険高山診療所 明 浜 町 東宇和郡明浜町高山甲

３６５６番地
平成１６年
４月１日

明浜町国民健康
保険俵津診療所 明 浜 町 東宇和郡明浜町大字俵

津３番耕地２２８番地
平成１６年
４月１日

明浜町国民健康
保険田之浜診療
所

明 浜 町 東宇和郡明浜町大字田
之浜甲１１０８番地第３

平成１６年
４月１日

明浜町国民健康
保険狩江診療所 明 浜 町

東宇和郡明浜町大字狩
浜２番耕地１３２１番地第
４

平成１６年
４月１日

町立宇和病院 宇 和 町 東宇和郡宇和町卯之町
一丁目２４６

平成１６年
４月１日

宇和町国民健康
保険下宇和直営
診療所

宇 和 町 東宇和郡宇和町大字明
間１２０５番地

平成１６年
４月１日

町立野村病院 野 村 町 東宇和郡野村町大字野
村９号５３番地

平成１６年
４月１日

野村町国民健康
保険惣川診療所 野 村 町 東宇和郡野村町大字惣

川２８８
平成１６年
４月１日

愛 媛 県 報平成１６年５月２５日 第１５６０号

５５２
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�愛媛県告示第１１４１号
理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条の４第２項の規

定により、次のとおり講習会を指定した。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の名称

管理理容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都港区虎ノ門一丁目２６番５号

財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成１６年８月２３日から９月１３日までの毎月曜日

（９月６日は除く。）

４ 講習場所

松山市宮田町１３２番地

ピュアフル松山（勤労会館）

５ 受講料

１４，０００円

�������
�愛媛県告示第１１４２号
美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第１２条の３第２項の規

定により、次のとおり講習会を指定した。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の名称

管理美容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都港区虎ノ門一丁目２６番５号

財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成１６年８月２３日から９月１３日までの毎月曜日

（９月６日は除く。）

４ 講習場所

松山市宮田町１３２番地

ピュアフル松山（勤労会館）

５ 受講料

１４，０００円
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�愛媛県告示第１１４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、西予市野村町蔵良、大西、中通川、鎌田及び栗木地

域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の

規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦

覧に供する。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・貝吹蔵良地区

）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年５月２６日から６月２２日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１１４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、西予市野村町鎌田地域に係る県営土地改良事業計画

を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土

地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・貝吹蔵

良地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年５月２６日から６月２２日まで

３ 縦覧場所

西予市役所
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�愛媛県告示第１１４５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定

により、西予市野村町蔵良地域に係る県営土地改良事業計画

を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土

地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・貝吹蔵良地区）計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年５月２６日から６月２２日まで

３ 縦覧場所

西予市役所

�������
�愛媛県告示第１１４６号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条

第２項（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。

）の規定に基づき、宇和海を操業区域とする中型まき網漁業

の許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定める

。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１６年５月２５日から６月７日まで

野村町国民健康
保険坂石診療所 野 村 町 東宇和郡野村町大字坂

石２５６９
平成１６年
４月１日

城川町国民健康
保険杉之瀬出張
診療所

城 川 町 東宇和郡城川町大字嘉
喜尾４８９３番地１

平成１６年
４月１日

城川町国民健康
保険遊子川出張
診療所

城 川 町 東宇和郡城川町大字遊
子谷２４４３

平成１６年
４月１日

城川町国民健康
保険土居診療所 城 川 町 東宇和郡城川町大字土

居５７８
平成１６年
４月１日

愛 媛 県 報平成１６年５月２５日 第１５６０号

５５３
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公 告

�愛媛県告示第１１４７号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２第１項の規定

に基づき、肱川水系河川整備基本方針に沿って計画的に河川

の整備を実施すべき区間について、河川整備計画を策定した

。

その関係図書を愛媛県庁及び八幡浜地方局大洲土木事務所

に備え置いて縦覧に供する。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年５月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡柳谷村大字西谷字古味５６３８番１から

同字５６４５番１まで
平成１６年５月２５日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年５月１３日
ＮＰＯ法人 クオリティ ア
ンド コミュニケーション
オブ アーツ

� 永 � 志 愛媛県松山市清水町三丁目８３番
地

この法人は、社会資本としての芸術の振興
と活用を推進するため、芸術活動を行う個
人や団体また、これを享受する地域社会に
対して、その支援や橋渡し、普及等に関す
る事業を行い、もって独創力、表現力、創
造性のある人と地域の形成を目指し、公益
に寄与することを目的にする。

平成１６年５月２５日 印刷
平成１６年５月２５日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円５５４

愛 媛 県 報平成１６年５月２５日 第１５６０号


